
弘前市建設工事最低制限価格制度要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、市が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争

 入札（以下「競争入札」という。）における最低制限価格制度の実施に関して必要な事

 項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要領において「最低制限価格制度」とは、地方自治法施行令（昭和２２年政

 令第１６号）第１６７条の１０第２項（同令第１６７条の１３の規定により準用する場

 合を含む。）の規定に基づき、競争入札に当たって最低制限価格（予定価格（消費税及

 び地方消費税を含む（以下「税込」という。）。）の制限の範囲内で落札価格の最低限

 度の基準として設定する価格をいう。以下同じ。）を設定し、落札者を決定する制度を 

いう。 

 

（対象となる競争入札） 

第３条 最低制限価格制度の実施の対象は、市が発注する建設工事の請負契約に係る競争

 入札で、予定価格（税込）が１，３００，０００円を超えるものとする。 

 

（最低制限価格の設定） 

第４条 一般競争入札に係る最低制限価格は、次の各号に掲げる額（消費税及び地方消費

税を除く（以下「税抜き」という。）。）の合計額（以下「最低制限基準額」という。）

に、変動係数表（別表）に基づき入札会場でくじにより決定した変動係数を乗じて得た

額に１００分の１０８を乗じて得た額とする。ただし、最低制限基準額に変動係数を乗

じて得た額（税抜き）を予定価格（税抜き）で除して得た割合が１００分の７０に満た

ない場合は、１００分の７０を予定価格（税抜き）に乗じて得た額に１００分の１０８

を乗じて得た額とする。 

 （１）直接工事費の額に１００分の９７を乗じて得た額 

 （２）共通仮設費の額に１００分の９０を乗じて得た額 

 （３）現場管理費相当額に１００分の９０を乗じて得た額 

 （４）一般管理費の額に１００分の５５を乗じて得た額 

２ 指名競争入札に係る最低制限価格は、次の各号に掲げる額（消費税及び地方消費税を

除く（以下「税抜き」という。）。）の合計額に１００分の１０８を乗じて得た額とす

る。ただし、算定された合計額（税抜き）を予定価格（税抜き）で除して得た割合が 

１００分の７０に満たない場合は、１００分の７０を予定価格（税抜き）に乗じて得た

額に１００分の１０８を乗じて得た額とする。 

 （１）直接工事費の額に１００分の９７を乗じて得た額 

 （２）共通仮設費の額に１００分の９０を乗じて得た額 

 （３）現場管理費相当額に１００分の９０を乗じて得た額 

 （４）一般管理費の額に１００分の５５を乗じて得た額 

３ 前２項の規定にかかわらず、特に必要と認められる場合の最低制限価格は、予定価格



（税抜き）に１００分の７０から１００分の１００の範囲内で定める割合を乗じて得た

額に１００分の１０８を乗じて得た額とする。 

４ 第1項から第３項の算出において、１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てるものとする。 

 

（落札者の決定） 

第５条 最低制限価格を下回る価格による申込みが行われた場合は、当該申込みをした者

 を落札者としないものとし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格

 をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 

 

（入札執行回数） 

第６条 競争入札を実施する場合の入札執行回数は、原則として１回を限度とする。ただ

 し、最低制限価格を下回る価格による申込みをした者が２者以上あり、かつ、落札者が

 ない場合の入札は、３回まで行うものとする。 

 

（最低制限価格の周知） 

第７条 最低制限価格を設定したときは、当該競争入札に参加しようとする者に対し、当

 該競争入札に関し最低制限価格が設定されていることを周知するものとする。 

 

（最低制限価格制度の対象外） 

第８条 最低制限価格の設定が不適切と認められる場合は、最低制限価格を設定しないこ

 とができる。 

 

（委任） 

第９条 この要領に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、別

 に定める。 

 

  附 則 

 この要領は、平成１８年２月２７日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、平成２０年６月２日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、平成２５年１０月１日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、平成２８年４月１日から施行し、同日以後に公告又は指名の通知を行う競

争入札について適用する。 



附 則 

 この要領は、平成２９年４月１日から施行し、同日以後に公告又は指名の通知を行う競

争入札について適用する。 

 

 

別表（第４条第1項関係）変動係数表 

くじ番号 変動係数 

１ ０．９９９５０ 

２ ０．９９９５５ 

３ ０．９９９６０ 

４ ０．９９９６５ 

５ ０．９９９７０ 

６ ０．９９９７５ 

７ ０．９９９８０ 

８ ０．９９９８５ 

９ ０．９９９９０ 

１０ ０．９９９９５ 

１１ １．０００００ 

 


